






















（参考）

１．平成11年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等

についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案要綱

［平成12．２．９ 衆議院大蔵委員会］

平成11年度に政府等から交付される緊急生産調整推進対策水田営農確

立助成補助金等について、税制上次の軽減措置を講ずるものとする。

１ 個人が交付を受ける同補助金等については、一時所得の収入金額と

みなすとともに、転作に伴う特別支出費用等は、その収入を得るため

に支出した金額とみなす。

２ 農業生産法人については圧縮記帳の特例を設け、当該法人が交付を

受ける同補助金等については、交付を受けた後２年以内に、事業の用

に供する固定資産の取得又は改良に充てる場合には、圧縮額を損金に

算入する。
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２．平成11年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等

についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令案

要綱

［平成12．２．15 閣議決定］

１ 平成11年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等につ

いての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の施行に伴い、農業

生産法人が圧縮記帳の特例の適用を受ける場合の手続きの細目として、

次につき規定を設けることとする。

ᝈ 圧縮記帳の経理の方法（第１条関係）

ᝈ 緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等の交付を受けた

日の属する事業年度内に固定資産の取得又は改良をしなかった場合

の特別勘定の設定及びその処理の方法（第２条関係）

２ この政令は、公布の日から施行することとする。
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二 税制改正関係法律案等の審議経過

〔第１４７回国会（通常国会）〕
会期：12．１．20 ～ 12. ６. 17

区 分 （参考） 自 民 党 内 閣 国 衆 議 院 参 議 院 公 布

財 政 総 国 次 閣 会 趣 委 員 会 本 趣 委 員 会 本 月 番
政 官 旨 会 旨 会
部 務 会 提 説 提案 議 説 提案 議
会 議 明 付託 審 査 月 日 可決 可 明 付託 審 査 月 日 可決 可

法 案 名 等 審 会 対 議 出 理由 決 理由 決 日 号

租税特別措置法等の一部を改 大蔵 附帯 財金 附帯
正する法律案 1/25 1/27 1/28 2/1 1/31 2/1 2/1 2/9 2/9 2/22 2/23,24,25,29 2/29 2/29 2/10 2/29 3/14 3/23 3/23 3/24 3/31 13

法人税法の一部を改正する法 大蔵 附帯 財金 附帯
律案 1/25 1/27 1/28 2/1 1/31 2/1 2/1 2/9 2/9 2/22 2/23,24,25,29 2/29 2/29 2/10 2/29 3/14 3/23 3/23 3/24 3/31 14

地方税法等の一部を改正する 地行 地行 附帯 地行 附帯
法律案 1/28 2/1 2/1 2/4 2/3 2/4 2/4 2/9 2/9 2/22 2/24,28 2/29 2/29 2/10 2/29 3/15 3/16,21 3/21 3/22 3/29 4

(提出)
平成12年度税制改正の大綱 11年

12/20

平成12年度税制改正の要綱 1/13 1/14

平成11年度の緊急生産調 （内閣意見）
整推進対策水田営農確立 起草
助成金等についての所得 1/25 1/27 1/28 2/1 2/7 2/8 2/9 － 2/9 － 2/9 2/9 － 2/9 － 2/10 2/10 2/18 2
税及び法人税の臨時特例

参 に関する法律案

予算 (基本的)2/3,14 予算 (基本的)3/1,2
－ － － － － 12/24 1/28 1/28 1/28 2/2 (質疑)2/7,15～18, 2/29 2/29 1/28 2/29 2/29 (質疑)3/3,6～10, 3/17 3/17 成立

考 財政 21～23,25 財政 13
平 成 12年 度予算案 演説 (公聴会)2/24 演説 (公聴会)3/14

(分科会)2/25,28 (委嘱)3/15,16
(締めくくり)2/29 (参考人)3/16

(締めくくり)3/17
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